
令和６年１月２２日 掲示 

 

浜北体育館 利用料金の改正について 
 
２０２４年（令和６年）４月１日より利用料金が改正されます。 

改正にあたり、利用料金は以下の通りとなります。 

 
改正前（現行料金）  改正後（新料金） 

利用区分 

競技場  競技場 
体育活動に利用する場合  体育活動に利用する場合 

全面 半面  全面 半面 

午前９時から 

午後６時まで 

［１時間につき］ 

１，４２０円 ７１０円 ➡ １，７５０円 ８７０円 

午後６時から 

午後９時まで 

［１時間につき］ 

１，５２０円 ７６０円 ➡ ２，２８０円 １，１４０円 

午後９時から 

午後９時３０分まで 
７６０円 ３８０円 ➡ １，１４０円 ５７０円 

※３月３１日までに申請した予約については、改正前の料金で利用できます。 
 （新料金差額分の追加請求はありません） 

 ４月１日以降に申請した予約については、改正後の料金となります。 
 
 

明神池運動公園 庭球場 
      利用料金の改正について 
 
２０２４年（令和６年）４月１日より利用料金が改正されます。 

改正にあたり、利用料金は以下の通りとなります。 

 
改正前（現行料金）  改正後（新料金） 

利用区分 
庭球場(1面につき)  庭球場(1面につき) 

一 般 
小学校の児童及び

中学校の生徒 

➡ 

一 般 
小学校の児童及び

中学校の生徒 

午前９時から 

午後９時まで 

［２時間につき］ 

６４０円 ３２０円 ９６０円 ４８０円 

※３月３１日までに申請した予約については、改正前の料金で利用できます。 
 （新料金差額分の追加請求はありません） 

 ４月１日以降に申請した予約については、改正後の料金となります。 


